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議
案
第
七
十
二
号

三
朝
町
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
税
条
例
の
蒜
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
,
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

守
)
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
､
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

平
成
元
年
六
月
二
十
日

三
朝
町
長

安

　

　

田

　

　

其

一

　

郎

平
成
元
年
六
月
弐
冶
雪
　
原
寮
可
決

三
朝
町
観
各
級
長
安
井
由
符
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条

例

第

　

　

　

　

号

三
朝
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
税
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
五
十
六
集
中
｢
令
弟
四
十
九
条
の
九
｣
を
｢
今
第
四
十
九
条
の
十
｣
に
改
め
る
｡

第
百
三
十
1
粂
第
五
項
中
｢
r
保
留
地
予
定
地
-
を
｢
r
保
留
地
予
定
地
等
:
に
,
r
保
留
地
予
定
地
で

ぁ
る
士
苧
…
い
て
使
尽
し
,
又
は
｣
を
｢
保
留
地
予
定
地
等
で
あ
る
土
地
に
つ
い
て
使
用
し
,
若
し
く
は
｣
に
,

｢
取
得
す
る
当
軟
保
留
地
予
定
地
｣
を
r
淑
薄
す
る
当
該
保
留
地
予
定
地
等
｣
に
改
め
,
r
締
椿
さ
れ
た
と
き
)

の
下
に
支
は
同
日
の
翌
日
に
土
地
区
画
整
理
組
合
G
l
参
加
租
合
点
が
取
得
す
る
当
該
保
留
地
予
定
地
等
で
あ
る

土
塊
に
つ
い
て
当
鼓
参
加
範
合
鼻
が
使
用
+
J
L
若
し
-
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
臭
約
が

締
結
さ
れ
た
と
き
J
を
加
え
､
r
当
該
契
約
J
を
｢
そ
れ
ら
の
英
約
｣
に
､
｢
当
鼓
保
留
地
予
定
地
で
あ
る
土
地

I

の
取
得
J
を
r
そ
れ
ら
の
保
留
地
予
定
地
等
で
あ
る
土
讐
L
･
蒜
得
｣
に
,
r
み
な
し
､
当
該
保
留
地
予
定
地
)
杏

｢
み
な
し
､
.
そ
れ
ら
の
保
留
地
予
定
地
等
｣
に
改
め
る
｡

附
則
第
十
六
条
第
三
項
中
｢
昭
和
六
十
二
年
遵
韓
省
令
雪
盲
｣
を
遠
路
運
送
車
丙
の
保
安
基
準
の
蒜
を

改
正
す
る
省
令
(
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
号
)
讐
姦
(
･
3
裁
定
｣
に
改
め
､
r
改
正
後
の
速
蕗
運
送
車
両

の
保
安
基
準
1
の
下
に
r
(
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
弟
六
十
七
号
)
｣
を
加
え
る
｡



附

　

則

(
施
行
期
日
)

第
1
粂
　
こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
)

筆
l
粂
　
改
正
後
の
三
鶴
町
税
条
例
(
以
下
r
新
条
例
1
と
い
う
｡
)
第
五
十
六
条
の
規
定
は
,
平
成
元
年
よ
以

後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
着
用
L
t
昭
聖
ハ
十
三
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
麓
に
つ
い
て
は
,
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

(
特
別
土
地
保
有
税
に
珂
す
る
経
遺
措
置
)

筆
二
条
　
新
条
例
第
百
三
十
一
条
第
五
項
の
競
走
(
土
地
に
対
し
て
殊
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
鞘
す
る
部
分
に

限
る
｡
)
は
'
平
成
元
年
庄
以
後
の
年
生
分
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
通
用
し
,

昭
和
六
十
三
年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
.
S
に
よ
る
｡

′

2
　
新
条
例
第
雪
二
十
1
粂
第
五
項
の
競
走
(
土
地
の
J
取
得
に
対
し
て
畢
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
恥
す
る
部
分

に
限
る
｡
)
は
'
昭
和
六
十
三
年
十
7
月
十
五
日
以
後
に
さ
れ
る
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保

有
税
に
つ
い
て
適
用
し
､
同
日
前
に
さ
れ
た
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
,

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡
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(
三
朝
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
)

券
四
条
主
朝
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
(
平
成
元
年
三
朝
町
条
例
軍
1
+
七
号
)
の
1
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
.

附
則
第
二
粂
第
三
項
中
r
第
三
十
六
条
の
二
第
1
項
及
び
第
四
項
)
を
r
第
三
十
六
条
の
二
及
び
附
則
第
十
六

条
の
三
第
一
項
第
二
号
｣
　
に
改
め
る
｡

附
則
第
三
粂
第
二
項
申
r
改
正
後
の
農
用
地
並
傭
公
団
法
｣
　
の
下
に
　
｢
(
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
四
号

)
｣
を
加
え
t
 
r
｢
土
地
改
良
事
業
｣
｣
を
r
 
r
土
地
改
良
事
業
(
農
用
地
整
備
公
団
が
農
用
地
毛
傭
公
田
法

(
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
)
に
よ
り
行
う
同
法
第
十
九
条
第
1
項
第
1
号
イ
の
事
業
を
含
む
｡
)
｣
｣

に
改
め
t
 
r
農
用
地
婁
膚
公
田
法
｣
を
r
農
用
地
墓
傭
公
団
法
(
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
)
｣
　
に
改
め

る
｡

附
則
第
四
条
第
二
項
中
｢
喝
和
六
十
三
年
七
月
二
十
三
日
｣
を
｢
施
行
日
｣
に
改
め
'
同
条
第
三
項
中
｢
｢
土

地
改
良
甘
美
L
 
J
を
｢
r
土
地
改
良
事
業
(
農
用
地
養
傭
公
団
が
農
用
地
義
仲
公
団
法
に
よ
り
行
う
同
法
第
十
九

条
第
1
項
第
一
号
イ
の
事
業
を
含
む
｡
)
L
 
L
　
に
､
改
め
る
｡


